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【出納整理期間】
市の会計年度は，毎年 4 月 1 日から
始まり翌年3月31日で終わりますが，
その間にお金の受け払いができなかっ
たものについて，収入・支払する整理
期間（4 月 1 日〜 5 月 31 日）として
設けられている期間のことです。

【一般会計】
福祉，医療，ごみの収集，教育，消防
など市民生活に欠かせない行政運営の
経費や事務事業を網羅して経理する会
計です。

【特別会計】
特定の事業を行う場合や特定の収入で
事業を行う場合に，経理を一般会計と
区別して別に処理するための会計で
す。現在，本市には病院・水道会計を
除いて 9 種類の特別会計があります。

【市債】
家庭で例えるとローンのようなもので
す。“住み良いまちづくり”のため学
校や公民館を建てたり，道路や公園を
整備したりと多額のお金が必要となる
場合には，借金をして長期間の返済を
行います。市債の中には，返済額の一
定の割合が交付税という形で措置され
るものもあります。

【臨時財政対策債】
後年度に 100％普通交付税という形
で措置される市債です。

【基金】
将来に向けた貯蓄金のことです。自由
に使うことのできる基金（財政調整基
金）と特定の目的のために使う基金（公
共施設整備基金など）があります。

【一時借入金】
年度内の資金繰りのため一時的に借り
るお金のことです。必ず出納整理期間
中に返済します。

【投資的事業】
主に下水道や道路の整備といった，社
会基盤整備のために行われる事業をい
います。

会計名 市債残高

一 般 会 計 186 億 5,651 万円（255 億 7,490 万円）

特 別 会 計 199 億 8,891 万円

合 計 386 億 4,542 万円（455 億 6,381 万円）

市民一人あたり 約 59 万円 （約 70 万円）

財産の種類 財産の状況

基 金 46 億 9,421 万円

土 地 6,544,360㎡

建 物 295,661㎡

 主な投資的事業

※建物＝市庁舎，学校，公民館等の各種公共施設

◦厚陽小中学校耐震化事業

◦浄化センター統合事業

◦厚狭児童クラブ室整備事業

※（　）の数値は臨時財政対策債を含んだ数値です。
※平成 24 年 3 月 31 日現在の人口（65,023 人）

 市債の残高

 市有財産の状況

 一時借入金の現在高　　　　　20 億円

3 月に完成した厚陽小中学校▶

決算までの流れ

1 会計年度終了（3 月 31 日）

今回のお知らせはこの時点のものです。

2 出納整理期間（4 月 1 日〜 5 月 31 日）

年度末に残った未収・未払金をこの期間に整理します。

3 決算書の作成（6 月〜 7 月）

出納整理期間の終了後，3 か月以内に作成します。

4 監査委員の審査（7 月〜 8 月予定）

作成した決算書は，監査委員の審査を受けます。

5 市議会への提出（9 月予定）

決算書は，監査委員の意見書とともに，市議会に提出されます。

6 市議会の認定（9 月予定）

市議会で審査・認定されて決算が確定します。

7 決算の公表等（11 月予定）

次回はこの時点で広報紙にてお知らせする予定です。

財政用語説明


